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Ⅰ．環境変化を踏まえたインフラシステムの海外展開の推進 

国民生活や経済社会活動の基盤であるインフラに対する各国・地域における

整備ニーズの拡大や更新ニーズの増加等により、そのグローバル市場は今後一

層拡大する見通しである 1。今後わが国が持続的な経済成長を実現するために

は、こうした世界のインフラ需要を戦略的に取り込んでいくことが不可欠であ

る。インフラ整備は、国連が掲げる「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」達成

の観点からも重要であり、日本政府も、「ＳＤＧs実施指針」に基づき、質の

高いインフラの整備等を通じて、Society 5.0の推進を含む日本のＳＤＧsモデ

ルの確立に向けた取組みを推進している2。「Society 5.0 for ＳＤＧs」の実

現に向けて、引き続き、官民連携および各国連携の下で各国・地域におけるイ

ンフラ整備に精力的に取り組む必要がある。 

 

１．インフラシステムをめぐる環境変化 

こうしたなか、この１年余、世界は未曽有の環境変化に直面しており、イン

フラシステムの海外展開も新たな局面を迎えている。 

第１に、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により、世界経済は深刻な

打撃を受けた。各国・地域のインフラプロジェクトや各社が関わる事業につい

ても遅延・中断等の大きな影響が生じており、こうした状況へ迅速に対応する

ことが急がれる。 

第２に、コロナの感染拡大は、経済活動、社会生活に大きな変革を迫ってお

り、中長期的な視点から、Ｗｉｔｈ／Ｐｏｓｔコロナ時代における新たなイン

フラニーズへ対応する必要がある。Ｗｉｔｈ／Ｐｏｓｔコロナ時代においては、

パンデミックで浮き彫りとなった多様な社会経済課題の解決に向けて、とりわ

け、デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）の推進が一層重要となる。

わが国ではこれまでSociety 5.0の実現に向けた取組みを官民一体となって推

進してきたが、Ｇ20大阪サミットで合意された「Data Free Flow with Trust

（ＤＦＦＴ）」の実現にも資する形でインフラシステムのＤＸに関する取組み

を加速する必要がある。 

第３に、気候変動問題への危機意識が世界的に高まるなか、脱炭素化に向け

たさらなる取組み強化が求められている。昨年、日本政府は、「2050年までに

二酸化炭素ネット排出量ゼロ（カーボンニュートラル）」目標を打ち出した。

パリ協定をはじめとする国際的枠組みも踏まえながら、わが国の優れた環境技

術を活用したグリーンインフラシステムの海外展開を官民連携のもとで推進す

ることで、経済成長および温室効果ガス削減の両立につなげることが肝要であ

 
1 OECD の推計によれば、2000 年～2030 年の世界のインフラ投資額累計は約 71 兆ドル。

また、アジア開発銀行の推計によれば、2016 年～2030年のアジアのインフラ需要は 22.6

兆ドル（年間 1.5 兆ドル超）、気候変動の緩和や適応への必要額を含めた場合は 26 兆ド

ル（年間 1.7 兆ドル超）。 
2 「インフラシステム海外展開戦略 2025（2020 年 12 月 10日）」。 
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る。 

第４に、国際協調を重視する米国のバイデン新政権の発足を契機に、今後、

世界が国際経済秩序の再構築に向け動き出すことが期待される。わが国として

も、「自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）」の実現を旗印に、経済連携

協定の拡大と質の向上を通じて地域間協力関係を拡大・深化させていくととも

に、グローバルなヒト・モノ・カネ・データの円滑な移動と連結性の向上を追

求していかなければならない。 

 

２．日本政府の対応 

日本政府は、インフラシステムの海外展開を国の重要戦略の一つとして掲げ、

2013年５月に「インフラシステム輸出戦略」を策定するとともに、同戦略の改

訂を毎年度行い、各種施策の拡充を図ってきた 3。こうした中、昨今の大きな

環境変化も踏まえながら、2021年以降の５年間を見据えた政府の新たな戦略で

ある「インフラシステム海外展開戦略2025（以下、「新戦略」）」が2020年12

月に取りまとめられ、公表されたところである。新戦略では、「カーボン

ニュートラル、デジタル変革への対応等を通じた、産業競争力の向上による経

済成長の実現」「展開国の社会課題解決・ＳＤＧｓ達成への貢献」「質の高い

インフラの海外展開の推進を通じた、『自由で開かれたインド太平洋』の実現

等の外交課題への対応」の三つの柱を掲げるとともに、「2025年に受注額34兆

円」という新たなＫＰＩ（効果ＫＰＩ）を設定している。また、効果ＫＰＩに

加え、海外での生産・調達・維持管理・運営等の支援に関する指標や、海外で

の社会課題解決に関する指標、インフラ分野の加速化に関する指標、トップ

セールスに関する指標等の「行動ＫＰＩ」も設定されており、行動ＫＰＩのさ

らなる具体化等を通じ、量のみならず質も重視した具体的な施策の実現とＫＰ

Ｉの達成が期待される。 

これまで日本政府・関係機関においては、首相や閣僚等によるトップセール

スを強化し、首脳外交や国際会議等を通じた海外インフラプロジェクトの獲得

件数の増加を図ってきた。併せて、ハイスペック借款創設や円借款・本邦技術

活用条件(ＳＴＥＰ)の活用促進、Ｏ＆Ｍ円借款の拡充等の各種ファイナンス支

援スキームの整備・拡充や、機関投資家向け貿易保険スキームの創設等の貿易

保険の拡充 4、質高インフラのルール整備および国際標準化に向けた取組み推

進 5、在外公館による日本企業への支援と現地政府への働きかけの強化等を通

じ、日本企業による海外インフラ事業の支援を拡充してきた。さらに昨年度の

 
3 同戦略では、「2020 年に受注額 30 兆円」との目標を掲げており、2018 年には約 25 兆

円に達するなど増加基調で推移。 
4 これらに加えて、輸入費用およびプロジェクト融資 100％保証スキームの構築（アフリ

カ地域向け）等。 
5 「APEC インフラ開発・投資の質に関するガイドブック」改訂、「質の高いインフラ投

資に関する G20 原則」(G20 大阪サミット)等。 
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経団連からの要望等を踏まえ、ＪＩＣＡ海外投融資の案件審査プロセスの迅速

化に向け、ＪＢＩＣ先議の要否を類型化するとともに、先議期間の短縮化・明

確化等を図るなど、ＪＢＩＣ先議の見直しを行ったところである6。 

また、未曾有の難局である新型コロナウイルス感染拡大を受けて、各省庁・

機関にコロナ対応窓口を設置するとともに、ＪＢＩＣの新型コロナ危機対応緊

急ウィンドウおよびＪＩＣＡの新型コロナ危機対応緊急円借款等を通じた資金

支援や、ＮＥＸＩの貿易保険による事業停止・支払遅延等への損失補填等、日

本政府・関係機関による緊急支援が迅速かつ適切に実施されている。こうした

政府の取組みを経団連は高く評価しており、新戦略の着実かつ継続的な実行と、

内外の情勢変化に合わせた不断の見直しを強く要望するものである。 

 

３．経団連の対応 

経団連ではこれまで、政府のインフラシステム輸出戦略の毎年度の改訂に合

わせ、会員企業・団体へのアンケート調査をもとに、インフラシステムの海外

展開に関する提言を取りまとめ、その実現に向けて政府・関係機関へ働きかけ

を行ってきた。今年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響や政府による新

戦略策定を踏まえ、本提言「戦略的なインフラシステムの海外展開に向けて―

2020年度版―」を取りまとめた。日本政府には、提言内容の着実な実施を要望

するとともに、新戦略のもとで官民一体の取り組みを加速することを期待する。

経団連としても、「Society 5.0 for ＳＤＧｓ」の実現に向け、日本企業の持

つ高い技術力やノウハウ、経験を総動員しながら、質の高いインフラシステム

の海外展開に力を尽くしていく所存である。 

  

 
6 「JICA 海外投融資に関する案件選択の指針（令和２年 11 月１日改訂）」。 
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Ⅱ．戦略的なインフラシステムの海外展開に向けた具体的要望 

１．対日本政府・機関等 

（１）世界が直面する課題への対応 

①新型コロナウイルスの感染対策および支援強化 

 新型コロナ感染拡大に伴い、海外インフラプロジェクトや各社事業に遅延・

中断等が生じている。こうした中、現地における感染対策の強化、プロジェク

トの工期延長や中断・再開、追加費用負担、損失補償等を巡る現地政府との交

渉は待ったなしであり、日本政府・関係機関には相手国政府との交渉における

支援の強化や緊急資金支援の拡充等7を要望する。 

そもそも、各国・地域の入国規制等により、現地インフラプロジェクト・事

業の再開・継続に必要な人員の派遣と確保が困難な状況が続いている。かかる

状況を改善するため、ビジネストラックの整備・拡充、ビザ・ワークパーミッ

トの取得、ＰＣＲ検査、特別入国許可措置の実施、渡航制限の緩和や運用の改

善（入国・帰国時の隔離措置の特例緩和・免除等）、フライトの確保、日本国

内等からリモートで業務を行わざるを得ないケースやワクチン接種等に伴う一

時帰国等への柔軟な対応 8等、安全を確保した上で人の往来の段階的再開に向

けて、政府間の対話を進めることが喫緊の課題となっている。 

 新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、感染状況・医療情報等に関するホ

スト国政府による情報発信が不十分なケースも多く見受けられる。現地での感

染対策の強化および安全の確保に向け、ホスト国政府による適時適切な情報発

信や在外公館医務官・派遣医師等による迅速な検査・診察、治療・緊急搬送体

制の確保、安全な現地医療機関および隔離施設の整備・確保等が必要である。

加えて、現地で支援を求める際の政府関係機関の相談窓口を一元化・明確化す

るとともに、各機関の連携を一層強化することも重要である9。 

 

 
7 JBIC 融資の返済猶予や低利率での緊急融資の供与、感染症に対応した貿易保険の拡充

（感染症等をプラント等増加費用特約のてん補事由へ追加、現地作業員の退避・再赴任

費用等の追加発生費用への補償等）、現地・本邦での機器の保管や性能保証の延長に関

わる費用の増加に対する支援強化、FIDIC 標準約款や JICA 契約書における不可抗力条項

(Force Majeure)への「感染症」の追加、今後の新規案件における入札時等における情報

の明確化等。コロナ禍という緊急事態に鑑み、相手国政府等との契約内容に限定した支

援のみならず、さらなる必要な支援（工期延長の実現とそれに伴う追加費用負担の軽減

に向けた支援等）を柔軟かつ迅速に実施することも重要。 
8 円借款及び無償資金協力のプロジェクト等において、一時帰国を余儀なくされ、現地へ

の往来も制限される中、日本からのリモートワークを行わざるを得ない状況があるが、

この人件費はプロジェクト費用の対象外とされている。現下の状況に鑑み、リモート

ワークに関する費用についてもプロジェクト費用として柔軟に認めることが必要。 
9 例えば、在外公館をあらゆる案件の一元的な相談窓口とし、在外公館に相談すれば

JICA や JETRO の現地事務所等とも迅速に情報が共有される仕組みを整備するなど。 
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②インフラシステムにおけるＤＸの推進 

 Ｗｉｔｈ／Ｐｏｓｔコロナ時代においては、インフラシステムにおけるＤＸ

推進の必要性は増すばかりである。こうした状況を踏まえ、まずはデータ流通

に関する国際ルールを整備することが重要であり、Ｇ20大阪サミットで合意さ

れた「Data Free Flow with Trust（ＤＦＦＴ）」の考え方に基づき、国際ルー

ル作りを日本が主導することが求められる10。 

 また、こうした国際ルールのもと、日本企業の強みを活かしながら、具体的

なインフラＤＸプロジェクトを各国・地域において積極的に展開することが必

要となる。こうした観点から、2020年５月、経団連とＪＩＣＡでは、インフラ

ＤＸプロジェクトに関するメニューブックである「Society 5.0 for ＳＤＧｓ 

国際展開のためのデジタル共創 11」を共同で取りまとめたところである。同メ

ニューブックは、各企業へのアンケート調査をもとに、日本企業が主導するイ

ンフラＤＸプロジェクトの具体的提案を例示するものである。ＪＩＣＡや在外

公館等の持つホスト国政府・機関とのネットワーク等を最大限に活用しながら、

同メニューブックをホスト国政府へ積極的に訴求することで、インフラＤＸ案

件の受注増加へつなげることが期待される。併せて、総務省「デジタル海外展

開プラットフォーム 12」等を有効活用しながら、省庁連携および官民連携の下

で具体的案件創出を加速すべきである。その際、持続的な収益を確保する観点

から、Ｏ＆Ｍ ＤＸ（デジタル技術を活用したＯ＆Ｍ） 13への支援を拡充する

ことにより、Ｏ＆Ｍを含むハード・ソフトのパッケージ型インフラシステムを

戦略的に展開することが重要である。 

 

③グリーンインフラ整備の取組み強化 

気候変動問題は全人類に脅威をもたらす世界共通の重要課題であり、国際連

携の下で脱炭素化に向けた一層の取組みが求められる。日本政府も、「2050年

までに温室効果ガス排出量ネットゼロ（カーボンニュートラル）」の実現を目

指すことを宣言するとともに、2020年12月、その実行計画である「グリーン成

長戦略」を取りまとめたところである14。 

国連の掲げるＳＤＧｓの達成やパリ協定等の国際的枠組みにおける温室効果

ガス削減に向けて、環境性能の高いグリーンインフラへの需要は、今後全世界

 
10 データローカライゼーション規制の撤廃等。 
11 https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/056.html  
12 「総務省海外展開行動計画 2020」に基づき、デジタル技術の海外展開に取り組む日本

企業に対して、情報収集、チームの組成から案件形成まで海外展開の一連の流れを切れ

目なく支援するためのプラットフォーム。 
13 IoTやクラウド、AI 等を活用したオペレーションのリモート運営・監視や業務の最適

化・自動化、データを活用したメンテナンスの実施等。 
14 同戦略において洋上風力や水素等の 14 の重点分野を明示。 

https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/056.html
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的にますます拡大する見通しである。二国間クレジット制度（ＪＣＭ）等の市

場メカニズムの積極活用 15等を通じながら、わが国の優れた環境技術を活用し

たグリーンインフラシステムの海外展開を官民連携のもとで推進することで、

経済成長および温室効果ガス削減の好循環につなげることが肝要である。 

 そのためには、海外との連携も含めた革新的技術の開発と、その国際展開を

通じた普及・活用に取り組まなければならない。こうした活動には巨額の費用

と長い時間を要し、かつ収益化までに大きなリスクを負うことも多い。そのた

め、特に、水素や蓄電池、ＣＣＵＳ（二酸化炭素回収・有効利用・貯留）等の

脱炭素社会実現の鍵となる革新的技術の開発や国際実証試験に対する政府支援

の一層の強化・拡充が求められる。併せて、世界市場の獲得に向け、国際標準

化を早期に推進することが重要である。 

 グリーンインフラへの投資促進に資するサステナブル・ファイナンス 16市場

の整備など、資金調達の面からの後押しも重要である。サステナブル・ファイ

ナンス市場は欧州を中心に急速に成長 17している一方、アジアにおいてはいま

だ整備が不十分な状況である 18。近年のＥＳＧ投資へのニーズの高まり等も踏

まえながら、アジア各国やアジア開発銀行（ＡＤＢ）等との連携の下、アジア

におけるサステナブル・ファイナンス市場の整備・拡充を加速する必要がある
19。 

 

④「自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）」の実現 

ＦＯＩＰは、法の支配を含むルールに基づく国際秩序の確保、自由貿易の推

進ならびに自立的・持続的な成長等を通じたインド太平洋地域における平和、

安定、繁栄の促進を目指す構想である。質の高いインフラシステムの海外展開

は、自由で開かれた国際経済秩序を堅持するとともに、ヒト・モノ・カネ・

データの流れの円滑化と連結性の向上を通じて、その構想の実現に大いに資す

るものである。新型コロナ危機を契機に、レジリエントなグローバルサプライ

チェーンの構築や自由貿易体制の維持・強化の重要性が改めて認識されたとこ

ろであり、ＦＯＩＰ等の枠組みを活用した国際連携のさらなる強化が求められ

 
15 環境省「二国間クレジット制度資金事業のうち設備補助事業」の拡充等。 
16 イノベーション（革新的技術の開発と普及・実装）、トランジション（温室効果ガス

排出量が実質ゼロの水準にはないが、世界の大幅削減に資するもので、脱炭素への移行

に不可欠な技術の普及・実装）、グリーン（温室効果ガス排出量が既に実質ゼロの水準

にある技術の普及・実装）へのファイナンス。（経団連国際環境戦略 WG「気候変動分野

のサステナブル・ファイナンスに関する基本的考え方と今後のアクション」（2020 年 10

月９日）、https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/094_honbun.html 参照） 
17 2007 年に欧州投資銀行が初のグリーンボンドを発行。 
18 出所：国際公共政策研究センター「第 160 号 アジア地域におけるグリーンファイナン

スの現状（2020 年８月）」 
19 グリーンファイナンスに関する制度基盤の整備やガイドラインの作成、情報開示制度

の整備、評価手法の確立、グリーンボンドの拡大支援等。 
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る。その際、米日豪が主導する質の高いインフラシステムの国際標準化に向け

た枠組みである「ブルー・ドット・ネットワーク（ＢＤＮ）」に関する検討を

加速し、日本のインフラシステムの高い品質が正当に評価される仕組みを構築

することが重要である。 

 

（２）案件獲得に向けた推進体制の強化 

①司令塔機能の強化および予算措置の拡充 

上記(１)の課題に対応すると同時に、激しさを増す世界的なインフラシステ

ム獲得競争に打ち勝つためには、インフラシステム海外展開に関する国の総合

戦略を立案・遂行する経協インフラ戦略会議の司令塔機能の強化が不可欠であ

る。 

こうした観点から、経協インフラ戦略会議のリーダーシップのもと、各省

庁・関係機関が具体的な行動計画に関するロードマップを作成してＰＤＣＡサ

イクルを毎年度着実に回し、その結果を公表することで、国の戦略を一元的か

つ強力に推進することが重要である。これまでインフラシステム輸出戦略につ

いては、具体的施策に関するフォローアップシートが経協インフラ戦略会議の

ホームページ上で公表されていたものの、各府省庁・機関の取組みの進捗状況

が見えにくい印象は否めない。そこで、例えば、新戦略を策定するにあたり内

閣官房に設けられた「インフラ海外展開に関する新戦略策定に向けた懇談会」

の後継会議を創設し、同会議において定期的に各府省庁・関係機関の取組みを

モニタリング・評価することで、ＰＤＣＡサイクルを着実に回すことも一案で

ある。 

また、各省庁・関係機関ごとの分野別の行動計画のみならず、組織横断的な

視点から、ターゲットとする国・地域別の具体的な行動計画およびロードマッ

プを作成すべきである。国・地域ごとの戦略については、新戦略において地域

別取組方針が示されている。当該方針に基づき、それぞれのマーケットの特性

やニーズ等を踏まえながら、例えば５年程度の時間軸で各国・地域ごとの取組

みに関するロードマップを作成するとともに、ＰＤＣＡサイクルを毎年度回す

ことも効果的と考えられる。 

なお、新戦略は、2021年からの５年間を見据えて取りまとめられたものであ

るが、これまでのインフラシステム輸出戦略のような１年単位での戦略のみな

らず、５年という中期的な視点での戦略を立案することは有益である。した

がって、今後も経協インフラ戦略会議において、インフラシステム海外展開に

関する国の５カ年計画を定期的に策定すべきである20。 

加えて、インフラシステム海外展開に関する各省庁・機関の各種補助事業

 
20 例えば、科学技術イノベーション政策については、1996 年度以降、総合科学技術・イ

ノベーション会議（旧総合科学技術会議）において、国の５カ年計画を５年ごとに取り

まとめている。 
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（Ｆ／Ｓ事業等）について、省庁・機関ごとの情報発信にとどまらず、経協イ

ンフラ戦略会議のホームページ等において関係府省庁・機関の各種補助事業の

公募や問い合わせ窓口等の情報を一覧化して閲覧・申請できるようにするとと

もに、各機関にまたがる事業の一元的な相談窓口を設置することも有用と考え

られる21。 

併せて、外務省をはじめ各省予算における十分なＯＤＡ事業費の確保も重要

である。新型コロナ感染拡大により海外インフラプロジェクト・事業に深刻な

影響が生じている中、それに伴う追加経費負担が発生するケースが増加してお

り、まずは日本企業への緊急資金支援の拡充が求められる。また、日本政府の

経済対策の重点分野として、「デジタル」および「グリーン」が掲げられてい

ることを踏まえ、インフラ分野におけるＤＸの加速およびグリーンインフラの

海外展開に関する予算措置の拡充も重要である22。 

 さらに、わが国政府が「行政のデジタル化」を国の最重要課題として掲げて

いることから、経協インフラ戦略会議のリーダーシップのもと、2021年９月に

新設予定のデジタル庁とも連携しながら、インフラシステムの海外展開に関す

る各種手続きのデジタル化 23を加速し、適時適切な案件形成が可能となる環境

を整備すべきである。これは、日本企業の機動力の向上、ひいては国際競争力

強化につながるものである。 

 

②トップセールスの一層の強化 

わが国の質の高いインフラシステムを積極的に各国・地域へ売り込んでいく

ためには、首脳・閣僚会談や国際会議等の場を活用したトップセールスを継

続・強化することが重要である。近年、日本政府は、トップセールスを積極的

に展開し実績をあげているところであり、さらなる活動強化が求められる。 

新戦略では、行動ＫＰＩの一つとしてトップセールスによる案件獲得件数を

掲げており、同目標を着実に達成することが重要である。その際、国際協力機

構（ＪＩＣＡ）や国際協力銀行（ＪＢＩＣ）、日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）

等の政府機関や在外公館が培ってきたホスト国政府とのネットワークも最大限

活用することにより、上流段階（マスタープラン策定等）からの関与や国家レ

ベルの大型案件の獲得増加につなげるとともに、下流の入札段階で日本企業が

 
21 例えば、内閣官房を一元的な相談窓口とするとともに、インフラシステム海外展開に

関する関係省庁・機関の各種補助事業等の情報を網羅的に発信するポータルサイト等を

開設するなど。 
22 日本政府は新たな経済対策として、脱炭素社会の実現に向けた２兆円のグリーン基金

の創設とデジタル化促進に向けた１兆円規模の予算確保の方針を示した。 
23 入札に関する説明会、入札申請・契約手続き、必要書類提出、審査プロセス、申請者

からの意見聴取等のデジタル化、申請書類や申請プロセスの簡素化、手続のシングル

ウィンドウ化等。 
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案件を受注できるよう支援強化を図る必要がある 24。併せて、デジタル技術を

活用したＯ＆Ｍやライフサイクルコスト面の優位性、包括的な制度設計支援、

人材育成等についても日本の強みとして積極的に売り込むことで、大型インフ

ラプロジェクトをパッケージで獲得することが重要である 25。 

さらに、案件獲得件数の増加や獲得成功率の向上を図るためには、ホスト国

の実状やニーズ等の情報を適時適切に収集し、民間企業と共有することが重要

である。こうした観点から、在外公館や現地に事務所を持つ政府系機関（ＪＩ

ＣＡ、ＪＢＩＣ、ＪＥＴＲＯ等）が有する現地ネットワークを通じた情報収集

活動を一層強化するとともに、オンラインの活用 26を含め、企業関係者への迅

速な情報発信と共有に取り組むことが求められる。在外公館のインフラプロ

ジェクト専門官は、こうした案件発掘・獲得や日本企業への情報共有等に大き

な役割を果たしており、人員の拡充や重点配置も必要と考えられる。 

 

③第三国市場連携の強化 

日本が諸外国に比べて競争優位を持たない市場等へ進出するためには、当該

国・地域に強みを持つ関係国・企業との第三国市場連携が有効である。 

これまで、「日米戦略エネルギーパートナーシップ」「日米第三国インフラ

協力官民ラウンドテーブル」「日中民間ビジネスの第三国展開推進に関する委

員会」「日中第三国市場協力フォーラム」「アジア・アフリカ地域における日

印ビジネス協力プラットフォーム」「持続可能な連結性及び質の高いインフラ

に関する日ＥＵパートナーシップ」や、日米豪による「インド太平洋における

インフラ投資に関する三機関パートナーシップ」等、第三国市場連携の強化に

向けた枠組みの整備が進められ、議論を重ねてきたところである。こうした枠

組みやＲＣＥＰ、ＣＰＴＰＰ等の経済連携協定を活用しながら、開放性、透明

性、経済性、財政健全性等の国際スタンダードも踏まえつつ、日本企業が主導

する具体的なプロジェクト・事業の創出につなげることが重要である27。 

 
24 インドとの間では、「日印特別戦略的グローバル・パートナーシップ」のもと、両国

首脳の毎年の相互訪問等を通じ、デリー・ムンバイ産業大動脈構想（DMCI）といった大

型国家プロジェクトを日印共同で推進しており、同プロジェクトへの日本企業の参画を

実現している。 
25 例えば、パッケージ型鉄道インフラシステム（ハードに加え、O&M、人材育成、法制度

の整備、鉄道インフラ周辺サービス事業等も一体的に提供）、浄化槽を用いた分散型排

水処理システム、物流の可視化・効率化・高精度化を実現するデジタルロジスティクス

システム等。 
26 例えば、各国政府、インフラ関連当局と本邦企業との意見交換会・連絡会の実施等。 
27 例えば、経済産業省・JETRO 等により、日印連携の下でインドのデジタル ID プラット

フォームであるインディア・スタックをアフリカ等の第三国へ展開する方針が示された

（2020 年６月）。アフリカ市場に強みを持つインドとの政府間の具体的な枠組みができ

ることにより、日本企業の商機も拡大するため、こうした第三国市場連携に関する具体

的な取り組みを拡充することが求められる。 
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（３）官民連携を通じた公的施策の推進 

①Ｏ＆Ｍへの重点支援 

インフラシステムは長きにわたり使用されることも多いことから、受注した

案件・事業からいかにして中長期的な収益を確保するかが重要である。この点、

日本企業が得意とする効率的な運用やデジタル技術の活用等、ソフト面に対す

るホスト国側の期待は大きい。今後、案件や事業においては、工事の完工や機

器の売り切りといったハード面にとどまらず、ライフサイクルコストの優位性

等をホスト国側に訴求しつつ、Ｏ＆Ｍ等のソフト面も含めたインフラシステム

サービスの提供を一体的に推進する必要がある。そのためには、円借款、無償

資金協力、技術協力による支援の一層の拡充に加えて、日本企業が、自ら建

設・設置したインフラシステムのＯ＆Ｍにも参画できるような支援スキームを

整備することも求められる28。 

 

②国際標準化や国際ルール整備の戦略的推進 

わが国の質の高いインフラシステムの海外展開を推進するためには、案件の

上流段階から関与することが重要であり、そのための有力な手段が国際標準化

の推進である。技術開発で先行していても国際標準を他国に押さえられては世

界市場で案件・事業を獲得することは困難である。官民連携の下で早い段階か

ら国際会議の議論に積極的に参加し、ホスト国政府とも連携しながら国際標準

化を主導することで、受注拡大につなげることが重要である。 

これまで質の高いインフラシステムの国際標準化に向け、「ＡＰＥＣインフ

ラ開発・投資の質に関するガイドブック」の改訂や、Ｇ20大阪サミットにおけ

る「質の高いインフラ投資に関するＧ20原則」の承認等が行われてきた点は評

価できる。こうした取組みを踏まえ、日本の技術基準や規格の体系的な整備を

行いながら、日本が質の高いインフラシステムの国際標準化を主導できるよ

う、具体的な戦略を策定、推進することが重要である29。特に政府が掲げる

2050年カーボンニュートラル目標を踏まえ、今後成長が見込まれるグリーンイ

ンフラ、例えば、水素や蓄電池、洋上風力、ＣＣＵＳ等による再生可能エネル

ギーシステムの海外展開に向けた国際標準化戦略を早期に展開することで、世

界市場で案件・事業の獲得につなげていかなければならない。併せて、ハイス

ペック円借款等を活用しながら、質の高いインフラシステムを導入するホスト

国に対するファイナンス支援を一層強化するとともに、日本企業が国際規格へ

 
28 デジタル技術を活用した高度な O&M のみならず、アフリカ等のホスト国の実情に合っ

た O&M も対象にすることが重要。 
29 例えば、日本の鉄道システムの国際標準化推進に向け、日本の鉄道に関する技術基準

や規格の体系的整備（英訳等含む）、日本の鉄道用機器の安全性・信頼性等を国際的に

示すガイドラインの作成（英訳等含む）、ISO/IEC 等国際標準へ日本の鉄道技術の反映、

鉄道に関する認証・試験基盤等の整備・強化等が必要。 
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対応するための資金支援スキームを整備することも必要である。さらに、公正

な国際競争環境の整備に向け、公的輸出信用に関するＯＥＣＤ加盟国の共通

ルールであるＯＥＣＤ輸出信用アレンジメントについて、中国等の非ＯＥＣＤ

諸国も巻き込んだ国際ルールの整備の議論を加速することも重要である30。 

 

③ＣＯＲＥ ＪＡＰＡＮの推進 

 日本企業の主導のもとで現地企業と連携しながら価値を共創するＣＯＲＥ 

ＪＡＰＡＮ型プロジェクトを官民連携の下で加速する必要がある。 

事業展開に当たっては、現地の法制度やビジネス環境に精通し、かつ広範な

ネットワークを有する現地パートナーの選定が鍵を握る。こうした観点から、

在外公館やＪＥＴＲＯ、ＪＩＣＡ等の政府機関には、地政学的リスクも考慮に

入れながら、有望な現地企業とのマッチング支援の一層の強化を期待する。特

に、プロジェクト・事業を円滑かつ着実に推進するためには、現地企業との

ジョイント・ベンチャー（ＪＶ）の設立が有効であり、その実現に向けた連携

が必要である。 

また、世界銀行、ＡＤＢ等の国際開発金融機関（ＭＤＢｓ）との国際協調融

資を積極活用しながら、ＣＯＲＥ ＪＡＰＡＮ型プロジェクトを促進するファ

イナンス支援スキームを整備・拡充することも必要である。さらに、規制の強

い日本では難しい先進技術に関する国際実証実験やＦ／Ｓへの支援を拡充する

とともに、成功事例を日本へ逆輸入するというアプローチも考慮すべきである。

加えて、自律的かつ継続的な操業や維持管理を可能にするため、現地オペレー

ション人材の育成強化や現地法人によるＯ＆Ｍへの支援強化も必要である。 

 

④ＰＰＰ促進に向けた支援強化  

各国・地域におけるインフラ需要の拡大等を背景に、世界的なインフラ需給

ギャップの拡大が続く中、民間投資を効果的にインフラプロジェクト・事業へ

呼び込むことが重要となる。そのためには、公的資金を有効活用するとともに、

ＰＰＰスキームの整備・拡充を進めることにより、民間企業が過度な負担やリ

スクを負うことがないよう、インフラプロジェクト・事業を採算性の高いもの

にすることが重要となる。 

ＰＰＰに関する法制度については、各国・地域ごとに整備状況が異なってい

る。ＰＰＰ制度の整備が不十分な国については、まずは制度構築支援（技術協

 
30 OECD の「輸出信用に関する国際作業部会（IWG）」において、中国等の非 OECD諸国を

含めた共通ルール策定に向けた議論の場が設けられたものの、具体的な検討が進んでい

ないのが実情。閣僚会議での共有やターゲットイヤーの設定等により、議論の加速が求

められる。 
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力）が必要となる 31。その上で、ＯＤＡ等による公的資金支援を活用しながら、

ＯＤＡと民間投資のパッケージ化（ハイブリッド型ＰＰＰ）の推進や無償資金

協力によるＶＧＦの創設等、ＰＰＰ促進のための各種支援スキームを拡充 32す

るとともに、国・地域ごとの状況やニーズに合わせた戦略の立案・実行が求め

られる。併せて、民間企業側が過度な負担を強いられることがないよう、官民

の適切なリスク分担の徹底について日本政府からホスト国政府へ働きかけるこ

とも重要である。加えて、ＡＤＢ等のＭＤＢｓや各国輸出信用機関（ＥＣＡ）

等との連携の下で、国際協調融資の拡充やＡＤＢの信託基金 33の積極活用等を

図ることも期待される 34。 

 

⑤人材招聘の戦略的推進 

日本のインフラシステムの高い技術力やＯ＆Ｍのノウハウ、ライフサイクル

コストの優位性等をホスト国に十分に理解してもらうためには、ホスト国・機

関の政府高官や若手官僚等の人材招聘を推進することも重要である。例えば、

経済産業省・海外産業人材育成協会（ＡＯＴＳ）やＪＩＣＡの人材招聘スキー

ムの継続・拡充 35、日本の大学・大学院への留学生の受け入れ促進等により、

海外のキーパーソンに日本の魅力や強みを理解してもらう機会を増やすととも

に、これらのプログラムの参加者・卒業生のネットワークを構築し、そうした

人脈を積極的に活用することで、ホスト国との連携強化や信頼関係の構築につ

なげることが有効である。 

 

⑥安全対策の一層の強化 

海外インフラ事業を推進する上で、安全の確保に向けた取り組みを強化する

ことが極めて重要である。海外においては、新型コロナウイルスの感染拡大に

より注目を集める感染症に加え、自然災害、テロ等様々なリスクの発生が懸念

 
31 インドやフィリピン、ベトナム、タイ、インドネシア等では比較的PPP制度の整備が進

んでいる(ADB官民連携部寄稿「PPPとアジア開発銀行」)。ベトナムでは2020年６月に新

PPP法が成立(2021年１月施行）。ミャンマーでは2020年10月にPPP案件に関する標準業務

手順書(Standard Operating Procedures）を公表(スイスチャレジ方式の採用や、一定の

条件の下で入札手続きを経ずに直接案件獲得交渉を行うことが可能となった)。 
32 その他、投資回収方法の多様化（アベイラビリティ・ペイメントの導入等）、現地通

貨建て融資の拡充、プロジェクトボンド市場の拡充、現地企業との連携促進スキームの

構築、PPP事業実施可能性調査への支援拡充等。 
33 2015 年 11 月に日本政府より発表された「質の高いインフラパートナーシップ」のフォ

ローアップ施策として、ADB に「アジアインフラパートナーシップ信託基金 (Leading 

Asia’s Private Infrastructure Fund: LEAP)」を設立。アジア大洋州地域の質の高い

民間セクターのインフラ案件を対象とし、PPP 等により実施するインフラ事業を支援。 
34 MDBsと民間金融機関の協調融資の促進に向け、MDBsの優先債権者権利(Preferred 

Creditor Status)の見直しも必要。 
35 ABEイニシアティブ（African Business Education for Youth）の継続・拡充等。 
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される。わが国政府には各国の衛生・治安等関係当局との連携強化を通じ、迅

速な情報収集・分析および民間企業への情報提供、さらには在外公館による日

本企業駐在員・滞在者への支援、緊急時の保護・移送体制等の一層の強化を要

望する。現在、外務省を中心に海外進出企業向けの安全対策セミナー等が開催

されており、こうした取り組みを一層推進し、海外安全対策の能力向上を図る

必要がある。 

 

（４）ファイナンス等支援の強化 

① ＯＤＡ（円借款、無償資金協力、技術協力） 

インフラシステムの海外展開を推進するためには、ＯＤＡの各種ファイナン

ス支援の一層の強化が欠かせない。ＪＩＣＡでは、コロナ禍における海外イン

フラプロジェクト・事業への支援に向け、新型コロナ危機対応緊急円借款を創

設するとともに、各国と財政支援円借款に関する交換公文を締結 36するなど、

緊急対応を迅速に実施している点を経済界は高く評価している。 

インフラシステムの受注を中長期的な収益の確保につなげていくためには、

工事の完工や機器の売り切りといったハード面の整備のみならず、Ｏ＆Ｍ等の

ソフト面も含めたインフラシステムサービスの提供を一体的に推進する必要が

ある。これを実現すべく、Ｏ＆Ｍ円借款や事業・運営権対応型無償資金協力の

拡充、Ｏ＆Ｍ ＤＸへの重点支援、公的資金と民間投資のパッケージ型ファイ

ナンス（ハイブリッド型ＰＰＰ）の促進等、Ｏ＆Ｍ等も含めたソフトとハード

の一体型案件の獲得に向けたファイナンス支援等を一層拡充することが求めら

れる。 

また、為替リスク低減に向けた無償資金協力案件における複数通貨契約制度

（ドル・円）の導入や、人材育成などのセミナーやＯＪＴプログラムの実施等

を契約上の条件とする技術移転型ＳＴＥＰの展開、案件の計画・形成の段階で

技術提案・価格低減・工期短縮等の提案を積極的に行うＥＣＩ（Early 

Contractor’s Involvement）の具体化、後発開発途上国（ＬＤＣ）向けに創

設されたＬＤＣパートナー型円借款（ＪＵＭＰ） 37の適用拡大等も有効と考え

られる。 

加えて、現地政府の要請から契約に至るまでに長い期間を要することが、時

に案件獲得機会の逸失をもたらしている。こうした現状を踏まえ、案件形成か

ら契約に至るまでの期間の短縮や入札スケジュールの柔軟化等を図る必要があ

る。 

さらに、日本政府・関係機関による取組みに加え、ＡＤＢ等のＭＤＢｓとの

国際連携を一層強化すべきである。例えば、ＪＩＣＡとＡＤＢの連携の下、Ｐ

 
36 フィリピン、インドネシア、バングラデシュ、インド、ミャンマー等と締結。 
37 応札資格を日本と当該 LDC 企業の共同企業体に限定する制度。2013 年にミャンマーの

鉄道案件で初めて適用。 
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ＰＰ案件等を促進するための信託基金が設立 38されている。こうした基金等を

通じた協調融資を積極活用するとともに、ＣＯＲＥ ＪＡＰＡＮ型プロジェク

トへ重点的に投融資を行うスキームを整備することも一案である。 

併せて、現地における支援強化も重要である。海外でインフラプロジェク

ト・事業を推進する際、現地政府・関係機関との交渉・連携が重要であり、特

にコロナ禍においてその必要性は一層増している。相手国政府・関係機関との

交渉においては民間企業のみでは首尾よく行かないケースが多々あるため、現

地に事務所を持ち、現地政府ともネットワークを構築しているＪＩＣＡ等によ

る一層の支援強化が必要である。また、現地事務所を持たない海外交通・都市

開発事業支援機構（ＪＯＩＮ）や海外通信・放送・郵便事業支援機構（ＪＩＣ

Ｔ）が推進するプロジェクトについても、組織の垣根を越えて連携を強化し、

ＪＩＣＡによる現地支援を求めたい。さらに、ＣＯＲＥ ＪＡＰＡＮ型プロ

ジェクトを推進するためには、現地人材の育成が不可欠であり、現地での人材

育成セミナーや採用活動、ＯＪＴプログラム等への支援も充実すべきである。 

 

② ＪＩＣＡ海外投融資 

昨年度経団連より要望したＪＢＩＣ先議の見直しについて、先議の要否の類

型化や、期間の定義の明確化および短縮化、ＪＢＩＣ・ＪＩＣＡ・三省（財務

省、外務省、経済産業省）による情報共有の枠組みの設置等の整理が行われた

ことを高く評価する。同時に、今回の見直しで終わることなく、今後の運用状

況を定期的にモニタリングしながら、さらなる制度改善につなげることを強く

期待する。 

ＪＩＣＡ海外投融資は、ＰＰＰインフラ事業など民間企業等が実施する開発

プロジェクトへの有効な支援策であり、一層の改善や拡充が求められる。例え

ば、インフラプロジェクトの事業収入は現地通貨建ての場合が多いため、円建

てで融資を受けた場合、借入人である企業は為替リスクを負う。民間企業の参

画促進に向け、こうした為替リスクを低減するためにも、ＪＩＣＡ海外投融資

における現地通貨建て融資を一層拡充することが求められる 39。加えて、状況

に応じて、さらなるリスクテイクを可能とすべく、相手国の政府保証がないサ

ブ・ソブリン案件向けの融資制度を整備することも必要である。 

 

 
38 JICA・ADB は 2016 年に「アジアインフラパートナーシップ信託基金（LEAP：Leading 

Asia’s Private Infrastructure Fund）」を創設。アジア大洋州地域の質の高い民間セ

クターのインフラ案件を対象とし、PPP 等の形態を通じて実施するインフラ事業に対して

出融資を実施（JICA は同基金へ 15 億ドルを出資）。 
39 例えば、インドネシア等の現地通貨による長期プロジェクトファイナンス型融資で

は、融資期間は最長 10 年程度となっているが、より長期の融資メニューに対するニーズ

は高い。 
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③ ＪＢＩＣ投融資 

ＪＢＩＣ投融資は民間企業等によるインフラ整備に対する重要な支援手段で

ある。その機能強化の一環として、2020年1月に「成長投資ファシリティ」を

創設するとともに、株式会社国際協力銀行法施行令の改正（2020年１月施行）

によりＪＢＩＣの支援の対象となる先進国向け事業が追加されたことを高く評

価する。また、「新型コロナ危機対応緊急ウィンドウ」を創設してコロナ禍に

おける日本企業の海外インフラ事業を支援するとともに、「ポストコロナ成長

ファシリティ」を創設 40し、脱炭素化やサプライチェーン強靭化に関する支援

を打ち出した点についても多とするものである。 

こうした中、インフラプロジェクトのリスクを軽減し、民間投資を一層促進

するためにも、ＪＢＩＣ投融資の金融メニューのさらなる拡充・多様化が必要

である。具体的には、為替リスクの低減や現地通貨建て融資の拡充を図るとと

もに、状況に応じて、相手国の政府保証がないサブ・ソブリン案件向けの融資

供与や特別業務のリスクテイク機能の強化を図るべきである。また、日本企業

の質の高い環境関連技術やグリーンインフラの海外展開促進に受け、「質高イ

ンフラ環境成長ファシリティ（ＱＩ-ＥＳＧ）」の一層の拡充も重要である。

併せて、より柔軟なファイナンスを実現するため、エクイティやシニアローン

の補完的な役割を果たすメザニン・ファイナンスの拡充や超長期外貨建て融資

への支援強化も必要である。加えて、アフリカ等における分散型電源への需要

の高まり等を踏まえ、オフグリッド事業のような小規模・分散型案件に対応す

るクレジットライン型融資の整備・拡充ならびに第三国市場連携やＣＯＲＥ 

ＪＡＰＡＮ型プロジェクトの促進に向けた各国ＥＣＡやＭＤＢｓとの国際協調

融資の一層の拡充も求められる。  

 

④ 日本貿易保険（ＮＥＸＩ） 

 リスクの高い海外インフラプロジェクトへの民間企業の参画を促すためには、

ＮＥＸＩの貿易保険の一層の拡充が不可欠である。ＮＥＸＩは新型コロナウイ

ルスによる経済危機対応として、貿易保険手続きの期限猶予・各種被保険者義

務の履行猶予や、新型コロナウイルス感染症に関する貿易保険の問合せ窓口の

創設、新型コロナウイルス感染拡大による損失への保険カバーの提供等の緊急

支援を行っており、これらの取組みを高く評価する。また、新戦略の柱として

掲げられた「展開国の社会課題解決・ＳＤＧｓ達成への貢献」等に向け、外国

政府・企業パートナーとの国際連携推進のための融資にも付保する方針を打ち

 
40 2020年12月8日に閣議決定された「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経

済対策」に基づき、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を図るため、

「ポストコロナ成長ファシリティ」を創設。日本企業による、①脱炭素社会に向けた質

の高いインフラの海外展開やその他の海外事業活動、②サプライチェーンの確保・再

編・複線化等による強靭化を支援。 
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出すとともに、具体的な案件を組成につなげている点も評価しており、今後の

一層の案件増加を期待する41。  

こうした中、海外インフラプロジェクトへの民間投資促進に向け、ＮＥＸＩ

による一層の支援強化が求められる。例えば、感染症等をカバーする貿易保険

の拡充（現地作業員の退避・再赴任費用、現地作業員の待機費用（給与補償）、

作業不可期間の重機レンタル費用、除染費用等の追加発生費用についても特約

でカバー）や、デジタルやグリーン等の日本政府が掲げる重点分野のインフラ

システム海外展開に資する貿易保険の拡充が重要である 42。また、状況に応じ

た一層のリスクテイクに向け、相手国の政府保証がないサブ・ソブリン案件の

積極的な引受けや、超長期外貨建て融資への支援強化、金利スワップ保険特約

の運用改善（適用要件の緩和等）、海外投資保険および海外事業資金貸付保険

における契約違反特約の積極的な引受等の改善、建設工事の特性を考慮した利

便性の高い包括保険制度の創設等も必要である。さらに、第７回アフリカ開発

会議（ＴＩＣＡＤ ７）の際に、ＮＥＸＩとアフリカ貿易保険機構やイスラム

開発銀行等との連携による輸入費用およびプロジェクト融資の100％をカバー

するスキームが創設されたところであり、同様のスキームを他の国・地域向け

にも展開することを強く期待する。 

 
⑤ その他の独立行政法人等 

 海外インフラプロジェクト・事業のリスクを軽減し、民間投資を一層促進す

るためには、公的資金を活用したファンドによる投資拡充等が有効と考えられ

る。諸外国では政府系ファンドの設立等を通じたインフラ投資を促進しており
43、わが国においてもこうした支援の充実が必要となる。 

こうした観点から、ハンズオン 44で具体的なインフラ事業を支援する官民

ファンドであるＪＯＩＮやＪＩＣＴによる一層の支援強化が求められる。ＪＯ

ＩＮについては、民間企業が事業性や参画可能性を検証するためのＦ／Ｓへの

支援強化や、個々の案件に関する定期的なモニタリング結果の情報公開（評価

方法、投資判断基準、出資後の関与内容、収支（需要や投資リターンに係る予

測との比較）、持分の保有方針、ＥＸＩＴ戦略等）等を期待する。また、ＪＯ

 
41 海外事業資金貸付保険の対象案件の拡充に向け、「LEAD イニシアティブ」を創設

（2020 年 10 月）。その第一号案件として、アフリカの新型コロナウイルス対策への支援

に向け、本邦民間金融機関によるアフリカ輸出入銀行向け融資に NEXI が付保を実施する

ことを決定（2020 年 12 月）。 
42 日本政府は、貿易保険により脱炭素技術等の輸出に関する損失を最大で全額補償する

新制度の創設を表明。 
43 例えば、インドネシアでは最大 150億ドル規模の政府系インフラファンドの新設を計

画。また、インドではインフラ整備に資する長期融資を実施するため、インフラ分野に

特化した開発金融機関（DFI）を創設する予定。 
44 共同出資によるリスクマネーの供給、専門家の派遣を通じた運営・技術協力、相手国

政府との交渉など。 
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ＩＮとＪＩＣＴで支援が重なる分野 45が出てきているため、豊富な在外ネット

ワークを誇るＪＩＣＡによる支援も視野に、現地での相談窓口を一本化すると

ともに、両機関の連携を強化することが必要である。さらに、両機関による

ハードインフラへの支援に加え、Ｏ＆Ｍへの支援拡充も重要である。 

加えて、新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）には、脱炭素化

の取組み推進に向け、再生可能エネルギー分野等における国際実証実験への一

層の支援強化が求められる。 

 

２．対ホスト国 

（１）新型コロナウイルス感染対策の強化 

新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、現地におけるコロナ感染対策の強

化が必須である。企業がホスト国政府と直接交渉するのは容易ではないため、

日本政府によるさらなる支援強化を期待する。具体的には、現地政府に働きか

け、ホスト国の感染状況・医療情報等に関する情報発信を強化するともに、在

外公館医務官・派遣医師等による迅速な検査・診察、治療・緊急搬送体制の確

保、安全な現地医療機関および隔離施設の整備・確保等の加速が必要である。 

 

（２）各種トラブル解決への支援強化 

ホスト国政府との各種トラブルに関する交渉については、力関係において劣

勢に立つことの多い民間企業のみでは負担が大きいため、わが国政府・関係機

関によるホスト国側への要望申し入れ等、継続的な支援が不可欠である。例え

ば、税金問題については、円借款における交換公文等で免税条項が明記されて

いない事例や、明記されている場合でも現地政府が対応しないケース、ＶＡＴ

還付が徹底されない事例等がみられる。また、現地政府負担事項（用地買収、

労働ビザ・滞在許可証の発行等）の不履行によるプロジェクトの大幅な遅延等

も往々にして発生している。さらに、ホスト国政府・現地関係機関において、

プロジェクトに必要な予算が確保されていないこと等に起因する支払いの遅延

が大きな問題になっている。 

このため、わが国政府・関係機関からホスト国政府に対し、免税措置担保 46

や必要予算の確保、現地政府負担事項の履行徹底、円借款対象契約を行う事業

者の健全性・信頼性および履行状況のモニタリング等を通じて、履行徹底を働

きかけるなどの取組み強化を要望する。 

 

 

 
45 スマートシティ開発や空港・港湾開発における ICT分野等。 
46 交換公文（Ｅ/Ｎ）や借款契約（Ｌ/Ａ）締結時に先方政府・関係機関に周知徹底を図

ることが重要。 
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（３）法制度整備およびビジネス環境整備 

 インフラプロジェクト・事業の着実な推進を図るためには、ホスト国の各種

制度の安定性、透明性、予見可能性等を確保することが重要である。例えば、

各国・地域におけるインフラ需要の一層の拡大に伴い、インフラプロジェクト

への民間投資促進の期待が高まっているが、国によってはＰＰＰ等の関連制度

が十分に整備されていないケースが少なくないため、ホスト国のＰＰＰ関連法

制度の整備が必要である。 

また、質の高いインフラシステムの導入促進に向け、ライフサイクルコスト

等を総合的に評価する入札制度の導入についてホスト国政府へ粘り強く働きか

けていくことも重要である。 

さらに、現地事業を積極的に展開するためには、現地オペレーション人材の

育成強化、法制度整備や評価能力向上に関する専門家の派遣、在外公館のイン

フラプロジェクト専門官による支援強化等を一層促進する必要がある。 

加えて、民間企業による海外インフラ事業への積極的な投資を促進するため、

ＦＴＡやＥＰＡ、投資協定、租税条約等の締結の一層の促進を図るとともに、

外資規制や送金規制、過度なローカルコンテンツ要求、当該国民の雇用義務等

の緩和・撤廃、輸出入通関手続の簡素化・迅速化等により、ホスト国のビジネ

ス環境の整備・改善を図ることも重要である。 

 

Ⅲ．Ｗｉｔｈ/Ｐｏｓｔコロナ時代における重点分野 

コロナ禍によって全世界にパラダイムシフトともいうべき大変革が起きてい

る。こうした中、インフラシステムの海外展開を推進するためには、Ｗｉｔｈ

/Ｐｏｓｔコロナ時代における新たなインフラニーズを的確に把握しながら、

わが国の技術力やノウハウ、経験等の強みをもとに重点分野を明確化し、選択

と集中を図りながら、わが国とホスト国の経済成長を追求していかなければな

らない。こうした観点から、会員企業・団体へのアンケート調査を踏まえ、Ｗ

ｉｔｈ/Ｐｏｓｔコロナ時代における重点分野を以下の通り例示する。 

 

１．グリーンインフラ 

 国連が掲げるＳＤＧｓ達成等に向け、今後、脱炭素化に資する環境エネル

ギーインフラの世界的な需要の一層の拡大が見込まれる。わが国においても、

「2050年カーボンニュートラル」の実現を目指す方針が掲げられるとともに、

この新たな挑戦を経済と環境の好循環につなげるための産業政策である「グ

リーン成長戦略」が打ち出されたところである。今後は同戦略で掲げられた14

の重要分野を踏まえながら、グリーンインフラの海外展開に関する取り組みを

官民連携の下で一層強化することが必要である。 

具体的には、水素や蓄電池、ＣＣＵＳ等の革新的技術開発への政府支援を拡

充するとともに、洋上発電や水力、地熱等を含む再生可能エネルギーシステム
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の海外展開を積極的に推進することで、世界のグリーンインフラ市場における

プレゼンスを高め、持続的な経済成長と地球規模でのカーボンニュートラルの

早期実現を図ることが重要である。その際、サステナブル・ファイナンスの拡

充を図るとともに、脱炭素型プロジェクトを一層促進するため、ＪＢＩＣの質

高インフラ環境成長ウィンドウやＮＥＸＩの環境イノベーション保険、ＮＥＤ

Ｏの国際実証事業等の一層の拡充も有効である。併せて、世界市場の獲得に向

け、国際標準化を早期に進めることも極めて重要である。また、二国間クレ

ジット制度（ＪＣＭ）等の市場メカニズムの積極活用等を図りながら、高性能

の環境エネルギーインフラの海外展開を強化することにより、世界の温室効果

ガス排出削減に貢献することも必要である。 

 

２．デジタル化 

Ｗｉｔｈ/Ｐｏｓｔコロナ時代においては、ＡＩやＩｏＴ等を活用したデジ

タルインフラの整備が不可欠である。そのためには、デジタル化の基盤となる

通信・ネットワークインフラの一層の整備や、各種のプラットフォーム、コン

テンツ・アプリケーション等を活用したサービスモデル 47の拡充が必要であり、

これらに対する日本政府・関係機関による投融資の拡充や柔軟な運用等を推進

すべきである。併せて、非接触・非対面を実現する生体認証技術（顔・虹彩・

指紋・掌紋・指静脈・耳音響）や、自動化・省力化技術、遠隔管理システムの

インフラへの活用48 、デジタル技術を活用した業務効率化・高度化 49、デジタ

ルＩＤプラットフォームやセキュリティシステムの整備等を通じた電子行政構

築支援等も有用である。さらに、新興国における物流市場の急速な成長を踏ま

え、物流の可視化や効率化、高精度化を実現するデジタルロジスティクスシス

テム 50や貿易プラットフォーム 51を多面的に展開することも有望である。加え

て、農業が主産業である国が多いことから、スマート農業に関するニーズも今

後一層高まることが期待されるところであり、国内外におけるスマート農業の

実証実験等に対する支援を強化すべきである 52。 

 
47 電力や通信を利用した分だけ支払う従量課金制（Pay-as-you-go）や、農業に関する各

種助言を提供するアプリケーションを月額制で利用するサブスクリプションモデル等。 
48 顔認証機能付きサーモグラフィーシステム（新型コロナウイルス感染、拡大リスク軽

減の実現に向けリアルタイムで非接触での体表温度の検知と顔認証を行う高機能の水際

対策としてのアクセスコントロールシステム）、インフラやプラントのリモート管理、

衛星によるモニタリング、映像分析・管理・生成技術等。 
49 BIM(Building Information Modeling)や CIM(Construction Information Modeling)の

積極活用。 
50 例えば、インドでは LDB（Logistics Data Bank）プロジェクトを実施。 
51 例えば、異業種連携のもとで日本企業７社による貿易情報連携プラットフォーム

「TradeWaltz（トレードワルツ）」の整備を推進。2021 年３月からまずベトナムとの貿

易で利用を開始する予定。 
52 ロボット、AI、IoT 等を活用した農作業の自動化・プロセスの可視化、情報共有の簡易

化、データの利活用促進等。 
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３．スマートシティ 

 スマートシティの海外展開をめぐる国際競争はすでに激化する兆しを見せて

おり、わが国においても官民一体となって取組みを強化することが重要となる。

日本政府は「スマートシティ官民連携プラットフォーム 53」や「日ＡＳＥＡＮ

スマートシティ・ネットワーク官民協議会（ＪＡＳＣＡ） 54」を設立し、具体

的な事業支援やマッチング支援等を行っているところである 55。こうした枠組

みを有効活用しながら、ＭａａＳの実用化等を含む具体的案件の組成の加速や

都市ＯＳ等の情報プラットフォームの整備等を通じ、異業種連携によるパッ

ケージでの面的開発を進めるとともに、関連する規格等の国際標準化の推進を

期待する。また、日本政府はスマートシティの事例を掲載したスマートシティ

カタログを取りまとめたところであり、同カタログを活用してホスト国政府に

積極的に働きかけを行うことにより、多くの日本企業が参画できるスマートシ

ティプロジェクトを各国・地域で展開することが求められる。例えば、自然災

害の多い日本は防災・減災等に資する高い技術力を有しており、これにデジタ

ル技術を組み合わせることで、災害に強いレジリエントな都市づくりを展開す

ることが有効である 56。加えて、脱炭素化社会の実現に向け、ＡＩやＩｏＴの

活用を通じた循環型社会を実現する環境スマートシティ事業の海外展開を一層

推進することも必要である57。 

 

４．健康医療インフラ 

 新型コロナの世界的な感染拡大は、途上国・新興国等の医療体制の脆弱性や

衛生環境の改善の余地を顕在化させ、医療インフラ整備の必要性が一層高まっ

た。わが国は、従来からアジア健康構想やアフリカ健康構想を掲げ、医療イン

フラの海外展開を図ってきたところであり、Ｗｉｔｈ／Ｐｏｓｔコロナ時代に

おいてもこの動きを一層加速することが求められる。 

国によっては、いまだ病院・医療センターは質量ともに十分ではなく、多く

の人々が病気を患っても医療施設に容易にアクセスできず、適時必要な診断、

 
53 「総合科学技術イノベーション戦略 2019（令和元年 6 月閣議決定）」等に基づき、ス

マートシティの取組を官民連携で加速するために企業、大学・研究機関、地方公共団

体、関係府省等により設立された組織（令和元年 8月）。 
54 わが国が有するスマートシティを推進する技術や経験等について、ASEAN 各国に対し

て積極的かつ持続的に情報発信するとともに、相手国との官民双方の関係構築を図るた

めに設立された協議会（令和元年 10 月）。 
55 日本政府は、東南アジア 10 か国 26 都市に対して意向調査を実施するとともに基本構

想を策定し、幅広い業種の日本企業の進出を促す方針。 
56 インフラ安全性確保技術、老朽インフラ更新システム（構造物の劣化・寿命診断や環

境汚染物質の使用有無の診断等）、インフラシステムの遠隔モニタリング、インフラ点

検の省力化等。 
57 日本政府は ASEAN で手掛ける環境配慮都市事業に対し、総額 2500 億円規模の出融資枠

を創設。 
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治療を受けることができないのが現状である。こうした状況を踏まえ、日本の

技術力やノウハウ、経験を生かした医療機関の建設・運営や、医薬品・医療機

器・衛生用品の提供等、医療・保健・公衆衛生分野における海外展開の取組み

を促進する必要がある。また、新型コロナウイルスの感染拡大により、医療分

野におけるサプライチェーンリスクが顕在化したことを踏まえ、医薬品・医療

機器・衛生用品等のサプライチェーン、食品・ワクチン等のコールドチェーン、

国際物流システムの整備を加速するとともに、医療・介護人材の育成強化を推

進することも必要である。加えて、遠隔診療等、ＩＴを駆使した健康医療イン

フラシステムの整備を促進することも有効である。さらに、課題を抱える衛生

状況の改善に向け、水処理システムや廃棄物処理・リサイクルシステムの整備

を促進することも重要である。 

 

５．生活・社会基盤インフラ 

 多くの国・地域において、生活・社会基盤インフラの整備は道半ばであるの

が現状であり、同分野で高い技術力やノウハウを持つ日本が貢献できる余地は

大きい。例えば、日本企業は治水や水処理技術に強みを持っており、ダム等の

建設・再生、浄水・給水・排水処理システムの整備が不十分な国・地域への積

極的な展開が期待される 58。また、日本が高い技術力とノウハウ、経験を有す

る鉄道インフラシステムの積極的な海外展開も引き続き期待されるところであ

り、ハードの導入、整備にとどまらず、Ｏ＆Ｍや人材育成、法体系の整備、国

際標準化等まで含めて包括的かつ長期的に関与していく必要がある。併せて、

鉄道インフラ周辺のサービス事業の展開も政府間交渉の段階から視野に入れ、

案件の付加価値を高めることが重要である。 

 

 

以 上  

 
58 国立環境研究所では、日本独自の分散型排水処理システムである浄化槽の海外展開を

推進している。また、NEDO では、海水淡水化と下水処理技術の融合によるエネルギーや

コストの大幅削減を図っている。さらに、水質検査技術や水処理プラントの自動モニタ

リングシステム・遠隔操作技術等も有望。 
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